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本市の空き家の状況について 
 

〇空き家の現状 

 本市では、市内全域を対象として、空き家の所在や建物の不良度、市場での

流通可能性などを把握するため、現に人が住んでいないと思われる家屋を外観

目視により抽出する「空家等実態調査」を概ね５年ごとに実施しており、今年

度は調査年として実態調査を実施しています。 

 令和２年度調査では、１，９３４戸の空き家が確認されており、適正な維持

管理がなされていないものや、現時点では適切に管理されているものの、近い

将来、周辺へ悪影響を及ぼすと思われる空き家も数多く存在しています。 

 今年度実施している実態調査は、現在調査中であり、空家等の件数が確定し

ておりませんが、委託業者からの中間報告では、令和２年度の調査結果と同程

度以下となる見込みです。 

 

   平成３０年度  １，７０６戸 

   令和２年度   １，９３４戸（２年間で２２８戸増加） 

   令和７年度   令和２年度の調査結果と同程度以下となる見込み 

 

〇空き家・空き地に対する情報・苦情について 

 管理不全な空き家の苦情については、「空家等対策の推進に関する特別措置

法」及び「空き家等の適正管理に関する条例」に基づき、改善指導を実施して

います。令和７年度は、新たに委託業者による「空き家相談窓口」を開設し、

専用のコールセンターにより、管理されていない空き家に関する近隣住民から

の相談を受け付け、現地を確認後、所有者等へ改善を促す通知を行っています。

通知する際には、所有者が管理する空き家について将来的に売却や利活用、解

体等、空き家の活用や管理方法に関する意向を伺うアンケートを同封し、所有

者等の意向に沿う事業提案を行っています。また、通知をしても改善が見られ

ない場合やアンケートの返信がない場合については、市外等の遠方の所有者も

含め訪問面談を実施し、困りごとや空き家の活用に関する意向を直接聞き取り、

問題解決に向けた提案を行うことにより、課題解決支援までをワンストップで

実施しています。 

なお、所有者や相続人に対し軽微なものについては、市の職員が口頭による

注意喚起を実施し、放置することにより周囲への危険を伴うものや著しく地域

の環境を悪化させるものについては直接訪問による改善指導を委託業者によ

る「空き家相談窓口」と併せて実施しています。 
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 指導後については、職員が数か月後に再度、現場確認を行い、改善状況の確

認を行っていますが、所有者が遠方にお住まいの場合や相続人の連絡先がすぐ

に確認できないなど、対応して頂くまでに時間を要する場合もあります。また、

建物、樹木等は個人の財産であることから、原則として所有者以外の者が勝手

に処分をすることができず、本市としても対応に苦慮しているところです。 

 例外的に緊急の場合において、所有者等が遠方で対応することが難しいと判

断した際には、消防署や警察署とも連携を図りながら、必要な範囲で屋根瓦等

の落下防止ネットを張ることや飛散の恐れのある建材を除却するなどの対応を

しています。 

 また、管理不全な空き家のうち、所有者の特定が困難で、隣家や道路へ倒壊

の恐れがある特に危険な建物については、特定空家等に認定し、代執行等によ

り除却を実施することとなります。令和３年度には本市では初めてとなる特定

空家等の略式執行を１件実施しました。 

 

空き家の所有者に対する施策 

１．空き家対策リーフレット配布 
 令和元年度から固定資産税の納税通知書に不動産の適正管理に関する啓発

リーフレットを同封するとともに、死亡届を提出された方にお渡しする書類の

中に、不動産の相続登記に関する内容を掲載しています。 

 

２．空き家等管理サービス事業者登録制度 
 空き家・空き地の所有者から空き家・空き地の管理業者についての問い合わ

せが多いことから、令和元年度から「空き家等管理サービス事業者登録制度」

を創設しました。 

 空き家の除却・清掃・見回り・雑草の処理等に対応していただける業者に管

理業者として登録していただき、空き家・空き地の所有者等が管理業者を選定

する際の一助となるよう一覧表としたもので、窓口での配布やホームページへ

の掲載により広く周知しています。 

  なお、事業者の登録件数については、令和８年１月３１日時点で２１社とな

っています。 

 

３.空き家情報提供制度 
 所有者の氏名、空き家の所在地、建築年、建築面積等の情報が記載された写

真付の不動産資料を作成し、令和４年７月から不動産事業者や空き家を活用し

たい事業者に対する情報提供を開始しました。 

 なお、情報提供にあたり、令和４年７月２２日に（公社）埼玉県宅地建物取

引業協会本庄支部・（公社）全日本不動産協会埼玉県本部県央東支部と協定を結

びました。また、令和４年１０月１日から令和８年１月３１日までに空き家等

管理サービス事業者２１社のうち、１３社と協定を結びました。 

 これまでに登録された６１棟の空き家のうち、１９棟の空き家が解体や売
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却・利活用され、また、７棟の空き家は所有者等に通知を送付しましたが登録

継続の回答がなく登録削除となり、令和８年１月３１日時点で３５棟の空き家

情報が市に登録されています。 

 

４．空き家利活用補助金 
 子ども食堂や高齢者サロン、放課後学習支援などの地域コミュニティを促進

する施設として非営利で１０年間空き家を利活用するための改修工事等に対

し、工事費の３分の２を上限として、本庄市立地適正化計画における都市機能

誘導区域内で最大１００万円、その他の区域で最大６０万円の補助を行う「空

き家利活用補助金」を令和３年度に創設しました。実績として、令和５年度に

地域コミュニティに資する事業として１件の補助金を交付しました。本補助金

については社会的財産の再利用という観点から有効な制度であると考えてい

ます。 

 

５．空き家除却補助金 
 空き家を解体し、跡地を新しい建物の敷地や駐車場等として活用して頂ける

よう「空き家除却補助金」を平成２５年度に創設しました。 

 この補助金は、空き家を除却する所有者等に対して除却費用の一部を補助す

るもので、除却費用の２分の１を上限とし、本庄市立地適性化計画における居

住誘導区域内で最大５０万円、その他の区域で最大３０万円を補助するもので

す。 

 空き家除却補助金は、令和２年１０月から、「管理不全な状態にある特に危険

な建築物を除却するもの」という要件を緩和し、「昭和５６年５月３１日以前の

旧耐震基準で建てられたもので、１年以上空き家の状態であるもの」に改正を

行いました。 

 この補助金により空き家の除却が推進されることで、土地の流動化や地域環

境の改善が図られるものと考えています。 

 

６．その他の施策 
・（株）ジチタイアド「アキソル」との協定締結 

 空き家所有者向けの無料相談窓口の設置や、空き家所有者と不動産事業者等

をつなぐサービス「アキソル」を提供する株式会社ジチタイアドと令和５年１

２月２２日に協定を締結しました。 

 空き家の相談窓口の１つとして、空き家のお悩みを無料で相談することがで

き、空き家問題の解決に向けた情報の提供や不動産事業者等との企業マッチン

グ、物件を０円で手放したい方の相談等を受け付け、空き家所有者が抱える問

題の解決を図ります。 

 

・（株）クラッソーネとの協定締結 

 解体費用と土地の売却査定額の概算が算出できる「すまいの終活ナビ」を提

供する株式会社クラッソーネと令和６年２月１日に協定を締結しました。空き

家の情報をもとにした解体業者の紹介やシミュレーションによる解体費用の

算出、解体業者からの見積取得ができ、空き家所有者が空き家の解体を検討す

る一助となります。 
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・エンディングノート 

 管理不全な空き家の発生は、相続登記が滞っていることが原因の１つとなっ

ています。所有者自らが対応できるうちに不動産の管理・処分を考える意識を

醸成するため、官民連携事業として本庄市版エンディングノート『「わたし」の

整理帳』の作成を行いました。令和５年３月２２日より市役所の窓口や「はに

ぽんプラザ」、各公民館等で配布しました。 

 また、令和５年６月２６日付で締結された「本庄市と第一生命保険株式会社

との包括連携に関する協定書」に基づき、市と第一生命保険㈱でエンディング

ノートを作成し、窓口での配布とホームページへの掲載を行いました。 

 令和６年度には、放置空き家の発生抑制や空き家の適正管理につなげるため、

国土交通省が作成した「住まいのエンディングノート」をホームページで掲載

し、周知しています。 

 

・個別相談会 

 空き家問題の解消を図るため、不動産事業者や司法書士、税理士と連携し、

空き家所有者や相続人を対象とした無料個別相談会を定期的に実施していま

す。 

 令和６年度には９月１８日に実施し、８組の空き家所有者が相談を行いまし

た。 

 

・相続おしかけ講座 

 相続の必要性や手続き等を知っていただくため、埼玉県から派遣される行政

書士や司法書士による「相続おしかけ講座」を実施しています。自治会等で本

講座の実施が促進されるよう、広報紙やホームページ等で本制度を周知します。

今年度は、自治会主催の講座を１回実施しました。（令和８年１月３１日時点） 

 

・認知症普及啓発イベント 

 市役所市民ホールで年１回開催される「認知症普及啓発イベント」で相続・

空き家問題の啓発に関するパネル展示とパンフレットの配布を実施していま

す。 

 

・FM ラジオでの啓発 

 空き家問題の発生予防を広く市民に周知するため、令和３年度に司法書士の

講師がラジオ番組の生放送に出演し、土地や家屋の相続等の重要性について解

説する啓発を行いました。 

 

・ケーブルテレビでの啓発番組の放送 

  令和３年度に地元のケーブルテレビに協力していただき、塙保己一没後２０

０周年記念事業として相続・空き家トラブルに関する対策について、司法書士

が解説する３０分間の啓発番組を放送しました。解説を収録した DVD を作成し、

令和４年４月から無料の貸し出しも行っています。 
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・埼北空き家バンク 

  埼玉県北部地域７市町で構成する「埼玉県北部地域地方創生推進協議会」で

空き家の利活用等に関する協定を締結し、共同で運営する空き家バンクにおい

て、空き家の売却や賃貸の情報をホームページで紹介しています。 

 

・県総合窓口との連携 

  埼玉県空き家・所有者不明土地対策連絡会議では、空き家の所有者や活用希

望者等からの空き家相談の総合窓口として専門的な知識や経験を持つ「空き家

コーディネーター」（（公社）埼玉県宅地建物取引業協会、（公社）全日本不動産

協会埼玉県本部）を実施しています。空き家の相談があった際には、本市の制

度と併せて周知を行い、県総合窓口との連携を図っています。 

 

・財産管理制度 

 民法では、空家等の所有者が不明である場合など、一定の条件を満たす場合

に、利害関係人等の請求により裁判所が選任した財産管理人に財産又は土地若

しくは建物の管理や処分を行わせる財産管理制度が定められています。 

  市では、財産管理制度のうち登記名義人が死亡しており、法定相続人となる

者が存在しない空き家について、市が家庭裁判所へ相続財産清算人の選任を申

立て、選任された弁護士等の清算人が空き家の管理や処分を行う相続財産清算

人制度を活用し、令和６年度、敷地内の立木が腐朽し、公道や隣地に倒木する

恐れがあり、強風等によりトタン屋根が近隣家屋に飛散する危険な空家等につ

いて、空き家対策として初めて１件申立てを行いました。 

 

７．本庄市空家等対策計画の施策の評価 
 令和３年度に策定した「本庄市空家等対策計画」の推進にあたり、空き家等

の現状把握や成果指標等の数値検証を別添の資料「本庄市空家等対策計画施策

評価」にまとめました。 

 今後も計画の実現に向け、必要な見直しを行うとともに各施策を推進します。 

 

８．今後の予定 
・空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律 

 全国的に増え続ける空き家問題に対応し、除却等の更なる促進に加え、周囲

に悪影響を及ぼす前に有効活用を促すことや、適切な管理を総合的に強化する

ために、「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律」が令和

５年６月１４日に公布、令和５年１２月１３日に施行されました。 

 新設された制度の一つとして新たに「空家等管理活用支援法人」制度が創設

されました。この制度は、市が空き家の活用や管理に取り組む NPO 法人や社団

法人、会社等を支援法人として指定することにより、支援法人が市の方針に沿

って空き家の所有者と活用希望者への相談対応や、空き家の活用又は管理に関

する普及啓発、市からの委託に基づく所有者の探索等を行うものです。 

 また、本市ではこれまでも管理不十分な空き家について、条例に基づく書面

による改善指導や、所有者の居宅を訪問し面談による指導や注意喚起を行って

いましたが、今回の法改正により、そのまま放置すれば特定空家等になる恐れ

のある空家等、いわゆる「管理不全空家等」の所有者に対して法に基づく指導
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ができることとなりました。 

  指導をしたのちも管理不全な状態が改善されず、放置すれば特定空家等に至

る恐れが大きい場合は、指導を受けた所有者に対し「勧告」をすることもでき

ることとなり、この勧告を受けた管理不全空家等の敷地は、特定空家等と同様

に地方税法に基づく固定資産税等の軽減措置である「住宅用地特例」が適用さ

れず、固定資産税等が増額される場合があります。 

 このような法改正の動きを踏まえ、令和７年３月には、埼玉県において「管

理不全空家等及び特定空家等判定方法マニュアル」が作成され、管理不全空家

等に該当する空家等の認定基準や対応方法について明示されました。本市にお

いても県が作成したマニュアルの内容に基づき、管理不全空家等の認定基準を

策定いたします（議案第２号）。 
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本庄市空家等対策計画推進の進行管理 

 本庄市空家等対策計画を推進するためには、計画の進行状況を把握・評価し、適切な見直しを

行うための進行管理が重要です。 

▶計画の推進および各施策の実施にあたってはＰＤＣＡサイクルを活用します。ＰＤＣＡサ

イクルとは設定した目標に対し、目標達成のための方法を検討、計画を策定（＝Plan）し、取り

組みを実行（=Do）し、達成に向けた進捗状況を確認（=Check）し、達成が難しい場合は、原

因の分析と解決方法の検討を行い、達成が見込める場合はなお一層の効果を上げる方法について

検討を行います（=Act）。その検討に基づき再度目標達成に向けて施策・事業を計画（=Plan）

という方法を繰り返すものです。 

▶計画の進行管理にあたっては、空

き家の実態調査数値による現状把握や、

成果指標等の数値検証を行うとともに、

各施策・事業の評価検証を行うことによ

り、必要な見直しを行い PDCA サイク

ルを最適化します。 

本庄市空家等対策計画の目標 

 本計画は概ね５年ごとに見直しを行い、令和３年度から令和９年度までを計画期間としていま

す。今後、少子高齢社会の進展により、空き家の増加スピードは益々速まることが予想されます

が、本計画では、各施策の実施により、空き家の年間の増加数を現状のまま維持し、令和８年度

の空き家数を２，５６０戸以下に抑えることを目標とします。 

 この目標を達成するため、次ページ以降のとおり基本方針を掲げ、それぞれ具体的な施策の実

施を推進します。 

  

• 進行管理

• 進捗状況の評価

• 見直し、検討

• 改善

• 計画の推進

• 施策の実行

• 目標の設定

• 計画の策定、
見直し R2,R8

Plan

R3～R6

Do

R3～R6

Check

R7

Act

年間空き家
増加数 
約１１０件 

年間空き家
増加数 
約１１０件 

維持 

R2空き家数

1,900戸

R８空き家数

2,560戸以下 

R2 空き家数 

約 1,900 戸 
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基本方針１ 空き家等の発生抑制 

目標指標 現状値（R2 実態調査） 目標値（R８） 

空き家数 約１，９００戸 ２，５６０戸以下 

 

具体的な施策                                                                               

① 既存住宅の良質化 

・木造住宅耐震診断補助金の交付 

・木造住宅耐震改修等補助金の交付 

② 所有者等による空き家等への問題意識の醸成 

・固定資産税納税通知書への空き家対策リーフレットの封入 

・認知症普及啓発イベントにおける相続・空き家問題の啓発に関するパネル及びパンフレット

の設置 

・相続おしかけ講座の実施 

・FM ラジオでの啓発番組の放送 

・地元ケーブルテレビでの啓発番組の放送・録画 DVD の貸し出し 

・エンディングノートの作成・配布 

③ 固定資産税・都市計画税の住宅用地特例解除 

・住宅用地特例解除の検討 

                              

各施策年度別実績表        上段：実績、下段：目標 

目標指標 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R８ 

木造住宅耐震診断

補助金交付件数 
0 件 

２件 ０件 ０件 ２件 ０件  

５件 ３件 ３件 ３件 ３件 ３件 

木造住宅耐震改修

等補助金交付件数 
0 件 

３件 ７件 ３件 ５件 1 件  

２１件 １６件 １６件 １６件 １６件 １６件 

空き家対策リーフ

レットの封入 
実施 

継続 継続 継続 継続 継続  

継続 継続 継続 継続 継続 継続 

認知症普及啓発イ

ベントへの参加 
－ 

実施 継続 継続 継続 継続  

実施 継続 継続 継続 継続 継続 

相続おしかけ講座

の実施 
1 回 

０回 1 回 ０回 ２回 1 回  

1 回 1 回 1 回 1 回 1 回 ２回 

FM ラジオでの啓発

番組の放送 
－ 

実施 － － － －  

実施 － 実施 － 実施 － 
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地元ケーブルテレ

ビでの啓発番組の

放送・録画 DVD の

貸し出し 

－ 

放送 2 件 １件 ０件 ０件  

放送 
貸し出し

1 件 
1 件 １件 1 件 1 件 

エンディングノー

トの作成・配布 
－ 

－ 実施 継続 継続 継続  

－ 実施 継続 継続 継続 継続 

住宅用地特例解除

の検討 
－ 

情報収集 情報収集 検討 検討 検討  

情報収集 情報収集 検討 方針決定 適用 
継続 

検討 

令和７年度は１月３１日時点の暫定値 

基本方針２ 空き家等の適切な管理の促進 

目標指標 現状値（R2 実態調査） 目標値（R８） 

D・E ランク空き家数 １９３件 １６３件 

具体的な施策                                                                              

① 管理が困難な所有者等への支援 

・空き家等管理サービス事業者登録制度 

・空き家情報提供制度 

② 専門的な相談体制の構築 

・相談窓口の紹介、専門家の助言が得られる体制の構築 

・個別相談会の実施 

・空き家の無料相談窓口「アキソル」を提供する株式会社ジチタイアドとの協定締結 

・解体費用と土地の売却査定額の概算が算出できる「すまいの終活ナビ」を提供する株式会社

クラッソーネとの協定締結 

③ 空き家等の応急措置 

・応急措置の実施 

④ 空き家等の実態把握と情報管理 

・空き家情報の把握、更新、管理 

⑤ 管理不全な空き家等への対応 

・特定空家等への対応 

・条例による指導 

 

 

 

 

 

10



 

各施策年度別実績表        上段：実績、下段：目標 

目標指標 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 

空き家等管理サービス事

業者登録制度登録団体数 
１０団体 

１０団体 １５団体 １７団体 １８団体 ２１団体  

１２団体 １４団体 １６団体 １８団体 ２０団体 ２２団体 

空き家情報提供制度 

（情報提供数） 
検討 

体制構築 ４０棟 ４５棟 ４５棟 ６１棟  

体制構築 ４０棟 ４２棟 ４４棟 ４６棟 ４８棟 

空き家情報提供制度 

（売却数・解体数） 
検討 

体制構築 ５棟 ９棟 １８棟 １９棟  

体制構築 ５棟 ７棟 ９棟 １１棟 １３棟 

関係団体との連携

体制の構築 
検討 

体制構築 継続 継続 継続 継続  

体制構築 継続 継続 継続 継続 継続 

個別相談会の実施 実施 
－ 実施 － 実施 －  

－ 実施 － 実施 － 実施 

応急措置の実施 － 
０件 1 件 ０件 ０件 1 件  

必要に応じて実施 

空き家情報の把

握、更新、管理 

R2 実態調

査実施 

情報管理 情報管理 情報管理 情報管理 
実態調査 

実施 

 

情報管理 情報管理 情報管理 情報管理 実態調査 
実施 

情報管理 

特定空家等への 

対応 
－ 

1 件 ０件 ０件 ０件 ０件  

必要に応じて実施 

条例による指導 

件数 
７４件 

６７件 ４９件 ５１件 ４４件 ０件  

７０件 ７０件 ７０件 ７０件 ７０件 ７０件 

令和７年度は１月３１日時点の暫定値 

  

４ 
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基本方針３ 空き家等の流通・利活用等の促進 

目標指標 現状値 目標値 

既存空き家減少数 ５０件/年 
R2→R８既存空き家減少数 

      ３００件 

 

具体的な施策                                                                                

① 空き家等の利活用の促進 

・空き家バンク制度 

・空き家利活用補助金 

② 空き家等の除却の支援 

・空き家除却補助金 

③ 跡地活用の促進 

・ポケットパーク整備数（令和３年度で終了） 

④ 税務部局への情報提供 

・税務部局との連携会議 

 

各施策年度別実績表         上段：実績、下段：目標 

目標指標 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 

空き家バンク新規

登録物件数 
２件 

2 件 ０件 ０件 ０件 ０件  

３件 ３件 ４件 ４件 ５件 ５件 

空き家利活用 

補助金交付件数 
― 

0 件 ０件 １件 ０件 ０件  

1 件 1 件 1 件 1 件 1 件 1 件 

空き家除却補助金 

交付件数 
４２件 

３２件 ２９件 ２９件 ２７件 ３６件  

２４件 ２４件 ２４件 ２４件 ２４件 ３０件 

ポケットパーク 

整備数 

４ 

（H26.4

～

R3.3） 

0 件 ― ― ― ―  

必要に応じて整備（R3 年度終了） 

税務部局との 

連携会議 
― 

会議開

催 
継続 継続 継続 継続 

 

会議開

催 
継続 継続 継続 継続 継続 

令和７年度は１月３１日時点の暫定値 
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その他の空き家対策に関する取り組み 

 本庄市空家等対策計画に記載されている前ページまでの取り組みに加え、空き家対策を総合的

に推進するため、次の取組を実施します。 

 

既存空き家に関する取り組み                                    

①空き家に関する苦情対応（建物に直接関係する苦情件数） 

 R2 R3 R4 R5 R6 R7 

苦情対応件数 ２２件 １８件 ４９件 ６５件 ２１件 ３１件 

令和７年度は１月３１日時点の暫定値 

②「空き家の譲渡所得の 3,000 万円特別控除」及び「100 万円特別控除」制度の利用促進 

3000 万円 R2 R3 R4 R5 R6 R7 

制度利用件数 ３件 1 件 ５件 ２件 ２件 ０件 

令和７年度は１月３１日時点の暫定値 

100 万円 R2 R3 R4 R5 R6 R7 

制度利用件数 0 件 ４件 ３件 ３件 ０件 ０件 

令和７年度は１月３１日時点の暫定値 

③財産管理制度の活用 

 R2 R3 R4 R5 R6 R7 

制度利用件数 ０件 ０件 ０件 ０件 １件 ０件 

令和７年度は１月３１日時点の暫定値 

他団体との連携                                           

①国、県、他市町村、民間事業者との連携 

○国 

 ・地域の空き家等の利活用に関する事例報告会【R２】 

○県 

 ・埼玉県空き家対策連絡会議【R２】【R３】【R４】【R５】【R６】【R７】 

 ・同専門部会【R３】【R７】 

○他市町村 

 ・埼玉県北部地域地方創生推進協議会 情報発信・空家活用事業部会【R２】【R３】【R４】

【R５】【R６】【R７】 
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〇民間事業者 

 ・さいしん空き家活用ローン（埼玉縣信用金庫と協定を締結）【R２】【R３】 

【R４】【R５】【R６】【R７】 

 ・エンディングノート（第一生命保険（株）と包括協定を締結）【R５】【R６】【R７】 

 ・アキソル（（株）ジチタイアドと協定を締結）【R５】【R６】【R７】 

 ・すまいの終活ナビ（（株）クラッソーネと協定を締結）【R５】【R６】【R７】 

 ・空き家相談窓口（東電用地（株）に委託）【R7】 
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議案第１号 空き家対策総合実施計画の改訂について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



【案】 

 
別記様式第２  

本庄市空き家対策総合実施計画 
 

１．計画の実施地区の区域 
(1)実施地区の区域 
所在地：本庄市全域        面積：８９．６９ｈａ 
 

２．基本的方針 
(1)実施地区の概要 
 本市域は、「本庄都市計画区域」「児玉都市計画区域」の２つの都市計画区域と

都市計画区域が定められていない区域に分かれておりますが、人口減少や高齢化

に伴い、市内全域に空家等が発生している状況です。本市で実施した空家等実態

調査では、平成３０年度に１,７０６戸、令和２年度に１,９３４戸が空家等の可能

性が高い建築物と判断されました。 
 
(2)実施地区の課題 
 国勢調査における人口割合において、６５歳以上の割合が年々増加しており、

今後も空家等の増加が懸念されることから、空家等の発生の抑制対策を取る必要

があります。また、管理不全な空家等に起因する防災・防犯上の危険が懸念され

ます。 
 
(3)実施地区の整備の方針 
 本庄市では、空家等対策の推進に関する特別措置法第７条に基づく、「本庄市空

家等対策計画」を策定しています。同計画に基づき、危険性のある空家等の除却

の促進や、地域活性化のために空家等を地域コミュニティに資する施設に利活用

する施策を実施します。 
 
(4)空き家対策総合実施計画の目標 
 計画期間：令和３年度から令和８年度（６年間） 
 目  標：空家等の除却数  １８０戸（うち、国庫補助対象戸数 ４５戸） 
      空家等の利活用数  １０戸（うち、国庫補助対象戸数 １０戸） 
      ※上記の目標は本市の補助制度活用による目標数となります。 
 
(5)連携した協議会等の概要 
 名称：本庄市空家等対策協議会 

     代表者：本庄市長 
     主な構成員：市長、弁護士、公益社団法人埼玉県宅地建物取引業協会本庄支部、 

公益社団法人全日本不動産協会埼玉県本部、一般社団法人埼玉建  

築士会、埼玉土地家屋調査士会、地域住民、市議会議員、本庄市社

会福祉協議会、本庄商工会議所、児玉商工会 
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３．空き家の活用と除却に関する事項 
空き家対策基本事業に関する事項 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
４．他の空き家対策に関する事項  

(1)他の空き家対策に関する事項 
・空き家対策附帯事業 

施行者 事業対象 事業内容 事業実施予定時期 
本庄市 空家等 財産管理制度の活用 R8.4～R9.3 

 
・空き家対策関連事業 
該当なし 

 
・空き家対策促進事業 

施行者 事業対象 事業内容 事業実施予定時期 
本庄市 空家の所有者等 空き家対策リーフレット作成 R3.4～R9.3 
本庄市 空家等 空家等通報対応業務 R7.4～R9.3 

 
 
 (2)空き家対策総合支援事業の補助対象以外の空き家対策に関する取組 

事業概要 施行者 事業実施予定時期 
空き家除却補助金（市単独補助分） 所有者等 R3.4～R9.3 

空き家対策講演会・個別相談会 本庄市 R3.4～R9.3 
埼北空き家バンク 本庄市外６市町 R3.4～R9.3 

 
５．その他必要な事項 
  特になし 

 
 

事業 
手法 

施行者 事業対象 
空き家又は跡地の 

活用用途 
戸数 

事業実施予定

時期 

活用 所有者等 空家等 
地域コミュニティの

促進に資するもの 
１０戸 R3.4～R9.3 

除却 所有者等 不良住宅 除却補助 １８０戸 R3.4～R9.3 
実態把握 本庄市 空家等 空家等実態調査 － R7.4～R8.3 
所有者特定 本庄市 空家等 空家等所有者調査 － R3.4～R9.3 
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別
記
様
式
第

２
  

本
庄
市
空
き
家
対

策
総
合
実
施
計
画

 
 

１
．
計
画
の
実
施
地

区
の

区
域

 
(1

)実
施
地
区
の
区
域

 
所
在
地
：

本
庄
市
全
域

 
 
 
 
 
 
 
 
面
積
：
８

９
．
６
９
ｈ

ａ
 

 
２
．
基
本
的
方
針

 
(1

)実
施
地

区
の
概
要

 
 
本
市
域
は
、
「
本
庄
都

市
計
画
区

域
」
「

児
玉
都

市
計
画

区
域
」
の

２
つ
の

都
市
計

画
区
域
と

都
市
計
画
区
域
が
定

め
ら
れ
て

い
な
い
区

域
に
分

か
れ
て
お

り
ま
す

が
、
人
口

減
少

や
高
齢
化

に
伴
い
、
市
内
全
域

に
空
家
等

が
発
生
し

て
い
る

状
況
で
す

。
本
市

で
実
施
し

た
空

家
等
実
態

調
査
で
は

、
平

成
３

０
年
度
に
１

, ７
０
６
戸

、
令

和
２

年
度
に
１

, ９
３
４
戸
が
空
家
等
の
可
能

性
が
高
い

建
築

物
と
判
断
さ
れ
ま
し
た
。

 
 (2

)実
施
地

区
の
課
題

 
 
国
勢
調
査
に
お
け

る
人
口
割

合
に
お
い

て
、
６

５
歳
以
上

の
割
合

が
年
々
増

加
し

て
お
り
、

今
後
も
空
家
等
の
増

加
が
懸
念

さ
れ
る
こ

と
か
ら

、
空
家
等

の
発
生

の
抑
制
対

策
を

取
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。
ま
た

、
管
理
不

全
な
空
家

等
に
起

因
す
る
防

災
・
防

犯
上
の
危

険
が

懸
念
さ
れ

ま
す
。

 
 (3

)実
施
地

区
の
整
備
の

方
針

 
 
本
庄
市

で
は

、
空
家
等

対
策
の
推
進

に
関

す
る
特

別
措
置
法
第
７
条

に
基
づ
く

、「
本

庄
市

空

家
等
対
策
計
画
」
を

策
定
し
て

い
ま
す
。

同
計
画

に
基
づ
き

、
危
険

性
の
あ
る

空
家

等
の
除
却

の
促
進
や
、
地
域
活

性
化
の
た

め
に
空
家

等
を
地

域
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ

に
資
す
る

施
設

に
利
活
用

す
る
施
策

を
実

施
し
ま
す
。

 
 (4

) 空
き
家

対
策
総
合
実

施
計

画
の
目
標

 
 
計
画
期

間
：

令
和
３
年
度
か
ら
令
和
７
年
度
（
５
年
間
）

 
 
目
 
 

標
：

空
家
等
の
除
却
数
 
 
１
４
０
戸
（
う
ち
、

国
庫
補
助
対
象
戸
数
 

４
５
戸
）

 
 
 
 
 

 
 

空
家
等
の
利
活
用
数
 
 
１
０
戸
（
う
ち
、

国
庫
補
助
対
象
戸
数
 

１
０
戸
）

 
 
 
 
 

 
 

※
上
記
の
目
標
は
本
市
の
補
助
制
度
活
用
に

よ
る
目
標
数
と
な
り
ま

す
。

 
 (5

) 連
携
し

た
協
議
会
等

の
概

要
 

 
名
称
：

本
庄

市
空
家
等
対
策
協
議
会

 
 
 
 
 
 

代
表

者
：
本
庄
市
長

 
 
 
 
 
 

主
な

構
成
員
：
市
長
、
弁

護
士
、
公
益
社
団
法
人
埼
玉

県
宅
地
建
物

取
引

業
協
会

本
庄

支
部
、

 
公

益
社

団
法

人
全

日
本

不
動

産
協

会
埼

玉
県

本
部

、
一

般
社

団
法

人
埼

玉
建

 
 

築
士
会
、
埼
玉

土
地
家
屋

調
査
士
会
、
地

域
住
民

、
市
議
会

議
員
、
本
庄
市

社

会
福
祉
協
議
会

、
本
庄

商
工

会
議
所
、
児
玉

商
工
会

 
    

【
案

】
 

 
別
記

様
式
第
２

  

本
庄
市
空

き
家
対

策
総
合
実
施
計

画
 

 
１
．
計

画
の
実
施
地
区
の
区
域

 
(1

)実
施
地
区
の
区
域

 
所
在
地
：
本
庄
市
全
域
 
 
 
 
 
 
 
 
面

積
：
８

９
．

６
９

ｈ
ａ

 
 

２
．
基

本
的
方
針

 
(1

)実
施
地

区
の
概
要

 
 
本
市

域
は
、
「
本
庄

都
市
計
画
区

域
」
「
児
玉
都

市
計
画

区
域
」

の
２
つ

の
都
市
計

画
区

域
と

都
市
計

画
区
域
が

定
め
ら

れ
て

い
な
い
区

域
に

分
か

れ
て
お

り
ま

す
が
、

人
口

減
少

や
高

齢
化

に
伴
い

、
市
内
全

域
に
空

家
等

が
発
生
し

て
い

る
状

況
で
す

。
本

市
で
実

施
し

た
空

家
等

実
態

調
査
で
は

、
平

成
３
０
年
度

に
１

, ７
０

６
戸

、
令
和
２
年

度
に

１
, ９

３
４

戸
が

空
家
等
の
可
能

性
が
高
い

建
築

物
と
判

断
さ

れ
ま
し
た
。

 
 (2

)実
施
地

区
の
課
題

 
 
国
勢

調
査
に
お

け
る
人

口
割

合
に
お
い

て
、

６
５

歳
以
上

の
割

合
が
年

々
増

加
し

て
お

り
、

今
後
も

空
家
等
の

増
加
が

懸
念

さ
れ
る
こ

と
か

ら
、

空
家
等

の
発

生
の
抑

制
対

策
を

取
る

必
要

が
あ
り

ま
す
。
ま

た
、
管

理
不

全
な
空
家

等
に

起
因

す
る
防

災
・

防
犯
上

の
危

険
が

懸
念

さ
れ

ま
す
。

 
 (3

)実
施
地

区
の
整
備

の
方
針

 
 
本
庄
市

で
は

、
空
家
等

対
策
の

推
進

に
関
す

る
特

別
措

置
法
第
７
条

に
基

づ
く

、「
本

庄
市
空

家
等
対

策
計
画
」

を
策
定

し
て

い
ま
す
。

同
計

画
に

基
づ
き

、
危

険
性
の

あ
る

空
家

等
の

除
却

の
促
進

や
、
地
域

活
性
化

の
た

め
に
空
家

等
を

地
域

コ
ミ
ュ

ニ
テ

ィ
に
資

す
る

施
設

に
利

活
用

す
る
施
策

を
実

施
し
ま

す
。

 
 (4

) 空
き
家

対
策
総
合

実
施
計
画
の
目
標

 
 
計
画
期

間
：

令
和
３

年
度

か
ら

令
和
８

年
度
（
６
年
間

）
 

 
目
 
 

標
：

空
家
等

の
除

却
数
 
 
１
８
０
戸
（

う
ち
、
国
庫
補
助
対
象

戸
数
 
４
５
戸
）

 
 
 
 
 

 
 

空
家
等

の
利

活
用
数
 
 

１
０
戸
（
う
ち

、
国
庫
補
助
対
象
戸

数
 

１
０

戸
）

 
 
 
 
 

 
 

※
上
記

の
目

標
は
本
市
の

補
助
制
度
活
用

に
よ
る
目
標
数
と
な

り
ま

す
。

 
 (5

) 連
携
し

た
協
議
会

等
の
概
要

 
 
名
称
：

本
庄

市
空
家

等
対

策
協
議
会

 
 
 

 
 
 
代
表
者
：

本
庄
市
長

 
 
 

 
 
 
主
な
構
成

員
：
市
長
、
弁
護
士
、
公
益
社
団
法
人
埼
玉

県
宅

地
建
物
取
引
業
協
会

本
庄

支
部

、
 

公
益

社
団

法
人

全
日

本
不

動
産
協

会
埼

玉
県

本
部

、
一

般
社

団
法

人
埼

玉
建
 
 

築
士
会
、
埼
玉
土
地
家
屋

調
査

士
会

、
地
域

住
民

、
市
議
会

議
員

、
本
庄
市
社

会
福
祉
協

議
会
、
本
庄
商
工
会
議
所
、
児
玉
商

工
会
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３
．
空
き
家
の
活
用

と
除

却
に
関
す
る

事
項

 
空
き
家
対
策
基
本
事

業
に

関
す
る

事
項

 
 

        ４
．
他
の
空
き
家
対

策
に

関
す
る
事
項

  
(1

)他
の
空
き
家
対
策
に
関

す
る
事
項

 
・
空
き
家
対
策
附
帯

事
業

 
該
当
な
し

 
・
空
き
家
対
策
関
連

事
業

 
該
当
な
し

 
 ・
空
き
家
対
策
促
進

事
業

 
施
行

者
 

事
業
対

象
 

事
業

内
容

 
事

業
実

施
予

定
時
期

 
本

庄
市

 
空
家

の
所

有
者

等
 

空
き

家
対
策
リ

ー
フ
レ

ッ
ト

作
成

 
R

3.
4 ～

R
8.

3  
本
庄

市
 

空
家
等

 
空

家
等
通
報

対
応
業

務
 

R
7.

4 ～
R

8.
3  

   (
2)
空

き
家
対
策
総

合
支
援
事
業
の
補
助
対
象
以

外
の
空
き
家
対
策

に
関
す
る
取

組
 

事
業

概
要

 
施
行

者
 

事
業
実

施
予

定
時

期
 

空
き
家
除

却
補

助
金
（
市
単
独

補
助
分
）

 
所

有
者
等

 
R

3.
4 ～

R
8.

3 
空
き
家
対
策
講
演
会

・
個
別
相
談

会
 

本
庄
市

 
R

3.
4～

R
8.

3 
埼
北

空
き
家
バ
ン
ク

 
本
庄

市
外
６
市
町

 
R

3.
4 ～

R
8.

3 

 
５
．
そ
の
他
必
要
な

事
項

 
 
 
特
に
な
し

 
  

事
業

 
手
法

 
施
行

者
 

事
業

対
象

 
空
き
家
又
は
跡

地
の

 
活

用
用
途

 
戸
数

 
事

業
実
施
予
定

時
期

 

活
用

 
所
有

者
等

 
空
家
等

 
地

域
コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ
の

促
進
に
資
す
る

も
の

 
１
０

戸
 

R
3.

4～
R

8.
3 

除
却

 
所
有

者
等

 
不
良

住
宅

 
除

却
補
助

 
１
４

０
戸

 
R

3.
4 ～

R
8.

3 
実
態
把
握

 
本
庄

市
 

空
家
等

 
空

家
等
実
態
調
査

 
－

 
R

7.
4 ～

R
8.

3 
所

有
者
特
定

 
本
庄

市
 

空
家
等

 
空
家
等
所
有
者

調
査

 
－

 
R

3.
4～

R
8.

3 

  
３
．
空

き
家
の
活
用
と
除
却
に
関
す

る
事
項

 
空
き
家
対
策
基
本
事
業
に
関
す
る
事
項

 
 

        ４
．
他

の
空
き
家
対
策
に
関
す
る
事

項
  

(1
)他

の
空
き
家
対
策
に
関
す
る
事
項

 
・
空
き
家
対
策
附
帯
事
業

 
施

行
者

 
事
業
対

象
 

事
業

内
容

 
事

業
実
施

予
定

時
期

 
本
庄
市

 
空
家
等

 
財

産
管
理

制
度

の
活
用

 
R

8.
4 ～

R
9.

3  
 ・
空
き
家
対
策
関
連
事
業

 
該
当
な
し

 
 ・
空
き
家
対
策
促
進
事
業

 
施

行
者

 
事
業
対

象
 

事
業

内
容

 
事

業
実
施

予
定

時
期

 
本
庄
市

 
空

家
の
所
有
者

等
 

空
き

家
対

策
リ

ー
フ

レ
ッ

ト
作

成
 

R
3.

4～
R

9.
3 

本
庄

市
 

空
家
等

 
空

家
等
通

報
対

応
業
務

 
R

7.
4～

R
9.

3  
   (

2)
空

き
家
対

策
総
合
支
援
事
業
の
補
助
対

象
以

外
の
空
き
家
対
策

に
関
す
る
取
組

 
事

業
概
要

 
施

行
者

 
事
業

実
施

予
定
時

期
 

空
き
家
除
却
補

助
金
（
市
単
独
補
助
分
）

 
所

有
者
等

 
R

3.
4～

R
9.

3 
空
き

家
対
策
講
演
会
・
個

別
相
談
会

 
本

庄
市

 
R

3.
4 ～

R
9.

3 
埼
北

空
き
家
バ
ン
ク

 
本
庄

市
外
６
市
町

 
R

3.
4～

R
9.

3 
 ５
．
そ

の
他
必
要
な
事
項

 
 
 
特

に
な
し

 
  

事
業

 
手
法

 
施
行

者
 

事
業

対
象

 
空

き
家
又
は
跡

地
の

 
活
用
用
途

 
戸
数

 
事

業
実
施
予
定

時
期

 

活
用

 
所
有

者
等

 
空
家

等
 

地
域
コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ
の

促
進
に
資
す
る

も
の

 
１
０

戸
 

R
3.

4～
R

9.
3 

除
却

 
所
有

者
等

 
不
良

住
宅

 
除
却
補
助

 
１
８

０
戸

 
R

3.
4 ～

R
9.

3 
実
態
把
握

 
本
庄

市
 

空
家

等
 

空
家
等
実
態
調
査

 
－

 
R

7.
4 ～

R
8.

3 
所

有
者
特
定

 
本
庄

市
 

空
家

等
 

空
家
等
所
有
者

調
査

 
－

 
R

3.
4～

R
9.

3 
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空き家対策総合実施計画
添付資料

（抜粋）
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議案第２号 管理不全空家等の認定基準について 


